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                                                      令和４年６月２８日 

                                                  建設政策課 

八代市すまいの安全確保支援事業の申請受付を開始します 

～すまいの移転・安全対策費に対して支援します～ 

     

本市では、国、熊本県及び流域市町村が推進する「球磨川水系流域治水プロジェクト」

の完了等を見据え、令和２年７月豪雨による災害からの生活の再建並びに市街地及び集

落の復興の推進を図るため、災害リスクの低い場所への移転やピロティ化等の安全対策を

行う方を対象として、移転費用等の一部の補助を行います。 

なお、本申請は６月２８日（火）から受付を開始します。 

 

1. 対象要件（以下の３つの要件を満たすこと） 

(1)自宅が被災したこと （7月豪雨災害にて罹災証明書を受けた家屋） 

(2)自力再建をすること （公営住宅や賃貸物件による再建は対象外） 

(3)再建方法に応じて以下を満たすこと 

＜移転再建の場合＞ 

・八代市内であり、災害リスクの低い場所であること。 

・移転先が被災した地域の場合は、ピロティ化等の安全対策を行うこと。 

・移転元地に建物が残る場合には住居の用に供しないこと。 

＜現地再建の場合＞ 

・ピロティ化や土砂災害対策等の安全対策を行うこと。 

   ※本事業の詳細については別紙のとおり。 
 

2. 補助額 

・移転や安全対策に要する費用に対し、上限３００万円／件 

（坂本地区内は上限を５０万円上乗せ 上限３５０万円／件） 
 

3. 手続き 

・関係書類を添えて市に申請書を提出後、補助対象要件の審査の上、概ね一か月 

以内に交付を決定します。 

・補助金の交付は、移転及び安全対策工事完了後に行います。 

・本申請は、令和２年７月被災時まで遡って申請可能とします。 
 

4. 周知方法等 

市のホームページ・広報やつしろ 7 月号に掲載し、坂本ケーブルテレビによる広告のほか、

事業概要を示した別紙チラシを仮設団地掲示板や坂本町内会へ掲示・回覧、地域ささえあ

いセンター職員により各世帯個別訪問時に配布を致します。また、坂本支所、坂本コミセン、

情報プラザ（本庁１階）にチラシを常設します。 

 

 

 

 

 

問合せ 八代市建設政策課都市計画係    担当：田中・一美 

      TEL ０９６５－３３－４１１６ 
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